
 

高崎市等広域消防局飲料自動販売機設置場所の使用許可に係る公募抽選募集要項  

 

高崎市・安中市消防組合（以下「組合」という。）では、市有財産の有効活用を

図りながら市民サービスと地域経済の活性化を図るため、「飲料自動販売機設置場

所の使用許可に係る公募抽選」を実施します。 

抽選に参加する事業者は、この募集要項をよく読み、次の各事項を承知した上で

参加するものとします。 

 

１ 抽選に付する事項 

（１）使用許可について 

設置事業者は、自動販売機設置場所として使用する部分について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定に基づき、行政財産目

的外使用許可（以下「使用許可」という。）を受け使用する。  

（２）飲料自動販売機の設置のために使用を許可する場所（設置台数）  

財産名称 所在地 
許可箇所 

（階） 
台数 

高崎中央消防署の一部 
高崎市八千代町一丁目 

１３番１０号 
１ ２ 

高崎東消防署の一部 
高崎市中居町二丁目 

２１番地６３ 
屋外 ２ 

高崎北消防署の一部 
高崎市緑町一丁目 

２７番地８ 
屋外 ２ 

安中消防署の一部 
安中市安中一丁目 

１０番３０号 
１ ２ 

 ※上記許可箇所には放熱余地・回収ボックス設置を含む。 

（３）使用許可期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とする。 

なお、令和９年４月１日以降については、それまでの使用状況や必要性等を勘

案したうえで支障なしと組合が判断した場合、当初の使用条件を変更しないこと

を前提として、令和１１年３月３１日までは、毎年４月１日に使用許可を更新す

るものとする。また、使用申請は更新するごとに行うものとする。 

（４）使用料 

自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)

に、１００分の１５を乗じて得た額＋消費税とする。 

納付については、売上金額に基づき、組合が発行する納入通知書により、その

指定する納入期限までに、指定する場所において納付することとする。  

（５）使用許可条件等 

別紙使用許可条件のとおりとする。 



２ 抽選参加資格 

次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができる。 

（１）高崎市内又は安中市内に本社又は事業所等を有し、問題発生時には速やかな

対応が可能な事業者 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第

２項各号に掲げられた者でないこと。 

（３）高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第２号に規

定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第   

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。  

（５）自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を３年以上有して

いること。 

（６）公租公課を完納していること。 

 

３ 抽選参加申込 

公募抽選に参加を希望する者は、公募抽選参加申込書等の書類を提出すること。

提出は、下記提出場所に直接持参とする。  

（１）提出期間 

令和８年２月９日（月）から２月２０日（金）までの間の午前８時３０分   

から午後５時１５分まで（土日祝日を除く）。 

（２）提出場所 

高崎市八千代町一丁目１３番１０号 

高崎市等広域消防局総務課 

（３）提出書類 

ア 公募抽選参加申込書 

イ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）  

ウ 印鑑証明書 

エ 納税証明書（未納の税額がないことの証明）  

（ア）国税：法人税、消費税及び地方消費税 

（イ）市税：法人市民税、固定資産税 

※イからエについては、発行日から１ヶ月以内のもの。 

 

４ 抽選の日時及び場所 

（１）日時 

令和８年２月２６日（木）午後２時 

（２）場所 

高崎市八千代町一丁目１３番１０号 高崎市等広域消防局２階 会議室 

 



５ 抽選方法等 

（１）抽選の採用要件及び方法 

同一の自動販売機設置箇所に複数の設置希望者がいる場合、抽選機等による抽

選を行うものとする。 

（２）抽選当日に引いたくじの番号に則り、順次抽選を行う。当選者が出た時点で

当該箇所の抽選は終了とする。 

（３）抽選は１（２）の場所に対して、各署１台計４台の抽選を２回行うものとす

る。 

（４）当選者は、以降の箇所の抽選には参加できないものとする。 

（５）設置する場所の選択権については、最初の当選者が有するものとする。  

（６）代理人による抽選 

代理人により抽選する場合は、委任状を提出しなければならない。 

（７）その他 

ア 抽選結果は、理由の如何を問わず撤回することはできない。  

イ 抽選を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、抽選  

の執行を延期し、又は取りやめることがある。 

 

６ 無効な抽選等 

（１）次のいずれかに該当する抽選は無効とする。 

ア 抽選に参加する資格のない者がした抽選  

イ 同一の抽選において同一人がした２つ以上の抽選（代理の場合も含む。）  

ウ 委任状を提出しない代理人のした抽選  

エ 不正行為による抽選 

オ 抽選関係職員の指示に従わない等、抽選会場の秩序を乱した者の抽選  

カ 申込書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行った者の抽選  

キ その他関係条例等に違反した抽選  

（２）失格 

抽選開始時に、抽選会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。  

 

７ 使用許可手続きについて 

（１）別添の行政財産目的外使用許可申請書（以下「使用申請書」という。）およ

び行政財産目的外使用許可書のとおりとする。 

（２）当選者は令和８年３月３１日までに使用申請書を組合へ提出するものとする。 

（３）当選者が、指定期日までに使用申請書が提出されない場合、当該抽選は効力

を失う。 

（４）使用許可手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨とす

る。 

８ その他 



（１）本書に定めのない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自

治法施行令、高崎市・安中市消防組合財務規則（昭和４６年高広振組規則第２

号）の定めるところによる。 

（２）本書を入手した者は、当該募集手続き以外の目的で本書を使用してはならな

い。 



（別紙） 

【使用許可の条件】 

（１）使用目的外に使用しないでください。 

（２）当組合がその例とする高崎市庁舎管理規則(昭和３８年高崎市規則第１１号 )

の規定に違反する行為をしたときは、許可を取り消します。 

（３）当組合において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、許可を取

り消すことがあります。 

（４）自動販売機について 

ア 自動販売機設置に伴う空き容器については、使用済容器の回収ボックスを  

設置し、周辺に散乱しないよう使用者が責任を持って管理するものとします。 

イ 可能な限り、ユニバーサルデザイン仕様の自動販売機を設置してください。 

ウ 消費電力を抑えた省エネ機やノンフロン対応機など、環境に配慮した自動  

販売機を設置してください。 

エ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守し、徹底を図って  

ください。 

オ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、安全

設置してください。 

（５）アルコール類の販売は認めないものとします。 

（６）自動販売機の問題発生時は、使用者の責任において速やかに対処してくださ

い。 

（７）使用期間が満了したとき、又は使用を中止し、若しくは許可を取り消された

ときは、直ちに原状回復し、返還してください。この場合において、原状回復

に要する費用は、使用者が負担するものとします。 

（８）使用に伴う光熱水費は、別途使用者が負担することとします。 

（９）設備の設置等に伴い発生した損害(第三者に及ぼした損害を含みます。)のた

めに必要な経費は、使用者が負担するものとします。 

（10）使用期間の満了後継続して使用許可を受けるときは、使用期間の満了日から

１か月前までに使用許可の申請を行ってください。 

（11）その他必要な事項は、協議のうえ定めることとします。  


